
      八 千 代 市 工 事 請 負 等 入 札 参 加 業 者 資 格 審 査 基 準  

 （ 目 的 ）  

第 １ 条   こ の 基 準 は ， 建 設 工 事 ， 測 量 及 び 設 計 等 の 委 託 ， 製 造 の 請 負 ，

物 品 の 購 入 ， 役 務 の 提 供 又 は 賃 貸 借 （ 以 下 「 工 事 請 負 等 」 と い う 。

） に 関 す る 契 約 に 係 る 競 争 入 札 に 参 加 す る こ と が で き る 者 の 資 格 に

つ い て 合 理 的 な 審 査 の 基 準 を 設 け る こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 入 札 参 加 資 格 審 査 申 請 ）  

第 ２ 条  市 長 は ， 工 事 請 負 等 の 競 争 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 （ 以 下 「

入 札 参 加 希 望 業 者 」 と い う 。 ） に 対 し ， 期 間 を 定 め ， 入 札 参 加 資 格

審 査 申 請 書 （ 以 下 「 申 請 書 」 と い う 。 ） に 審 査 に 必 要 と 認 め る 書 類

を 添 付 さ せ ， 提 出 さ せ る も の と す る 。  

 （ 資 格 審 査 ）  

第 ３ 条  入 札 参 加 資 格 の 審 査 は ， 適 格 審 査 と 等 級 格 付 の た め の 能 力 審

査 （ 以 下 「 施 行 能 力 の 審 査 」 と い う 。 ） の 二 つ の 方 法 に よ り 行 う も

の と す る 。 た だ し ， 別 表 １ に 掲 げ る 建 設 工 事 の 入 札 参 加 資 格 審 査 申

請 を 行 わ な い 者 に つ い て は ， 適 格 審 査 の み を 行 う も の と す る  

 （ 適 格 審 査 ）  

第 ４ 条  市 長 は ， 全 て の 入 札 参 加 希 望 業 者 に つ い て 申 請 書 及 び そ の 添

付 書 類 等 に 基 づ き ， 入 札 参 加 業 者 と し て の 適 格 性 を 審 査 す る も の と

す る 。  

 （ 不 適 格 者 ）  

第 ５ 条  地 方 自 治 法 施 行 令 第 １ ６ ７ 条 の ４ 第 １ 項 の 規 定 に 該 当 す る 者

は 不 適 格 と す る 。  

２  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 不 適 格 と す る こ と が で き る 。  

 ⑴  地 方 自 治 法 施 行 令 第 １ ６ ７ 条 の ４ 第 ２ 項 の 規 定 に 該 当 す る 者 。  

 ⑵  経 営 状 況 が 著 し く 不 健 全 で あ る こ と が 認 め ら れ る 者 。  

 ⑶  業 務 の 遂 行 に 関 し ， 法 令 に よ り 許 認 可 又 は 登 録 を 要 す る 職 種 に

あ っ て は ， 当 該 許 認 可 又 は 登 録 を 受 け て い な い 者 。  

 （ 施 行 能 力 の 審 査 ）  

第 ６ 条  施 行 能 力 の 審 査 は ， 市 長 が 別 に 定 め る 日 を 審 査 基 準 日 （ 以 下



「 基 準 日 」 と い う 。 ） と し て ， 客 観 的 事 項 審 査 に 係 る 客 観 点 数 及 び

主 観 的 事 項 審 査 に 係 る 主 観 点 数 の 合 計 （ 以 下 「 総 合 点 数 」 と い う 。

） に よ り 行 う も の と す る 。 た だ し ， 随 時 登 録 の 業 者 は ， 申 請 書 提 出

日 を 基 準 日 と し て ， 客 観 的 事 項 を 審 査 し ， 主 観 的 事 項 を 審 査 か ら 除

外 す る 。  

 （ 客 観 的 事 項 審 査 ）  

第 ７ 条  客 観 的 事 項 審 査 は ， 建 設 業 法 (昭 和 ２ ４ 年 法 律 第 １ ０ ０ 号 )第

２ ７ 条 の ２ ３ に 規 定 す る 経 営 事 項 審 査 の 結 果 に 基 づ く ， 総 合 評 定 値

（ Ｐ ） の 数 値 を 客 観 点 数 と す る  

 （ 主 観 的 事 項 審 査 ）  

第 ８ 条  主 観 的 事 項 審 査 は ， 次 に 掲 げ る 評 価 項 目 に よ る も の と し ， 評

価 点 数 の 合 計 数 値 を 主 観 点 数 と す る 。  

２  工 事 成 績 は ， 審 査 基 準 日 の 属 す る 年 度 の 前 ２ カ 年 度 に 本 市 が 引 渡

し を 受 け た 請 負 金 額 ２ ０ ０ 万 円 を 超 え る 建 設 工 事 に つ い て ， 業 種 ご

と に 算 出 し た 成 績 評 定 点 の 平 均 点 を 基 に し ， 次 の と お り 対 応 す る 点

数 を 評 価 点 数 と す る 。  

     平 均 点   ８ ０ 点 以 上    評 価 点 数 ＋ ４ ０ 点  

     ７ ５ 点 以 上 ８ ０ 点 未 満        ＋ ３ ０ 点  

     ７ ０ 点 以 上 ７ ５ 点 未 満        ＋ ２ ０ 点  

     ６ ５ 点 以 上 ７ ０ 点 未 満        ＋ １ ０ 点  

     ６ ０ 点 以 上 ６ ５ 点 未 満          ０ 点  

     ５ ５ 点 以 上 ６ ０ 点 未 満        － １ ０ 点  

     ５ ０ 点 以 上 ５ ５ 点 未 満        － ２ ０ 点  

          ５ ０ 点 未 満        － ３ ０ 点  

３  基 準 日 現 在 で ， 本 市 と 災 害 時 に お け る 協 力 協 定 を 締 結 し て い る 者

又 は 団 体 に 加 入 し て い る 者 に 対 し て ， 全 て の 業 種 で 評 価 点 数 を ２ ０

点 を 加 算 す る 。  

 （ 等 級 格 付 ）  

第 ９ 条  第 ４ 条 の 規 定 に 基 づ く 適 格 審 査 に よ り 適 格 と 認 め ら れ た 業 者

の う ち ， 別 表 １ に 掲 げ る 建 設 工 事 の 種 類 に 係 る 申 請 を 行 う も の に つ



い て は ， 総 合 点 数 に 基 づ き ， 工 事 の 種 類 ご と に ， 同 表 に よ り 等 級 の

格 付 を 行 う も の と す る 。  

２  等 級 の 格 付 の 有 効 期 間 は 第 １ ２ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 資 格 者 名 簿 の

有 効 期 間 と す る 。  

（ 建 設 工 事 の 等 級 別 発 注 基 準 ）  

第 １ ０ 条  建 設 工 事 に お け る 各 等 級 別 の 発 注 基 準 額 は ， 別 表 ２ の と お

り と す る 。  

（ 発 注 基 準 に 対 す る 特 例 ）  

第 １ １ 条  次 の 各 号 に 掲 げ る 建 設 工 事 に つ い て は ， 特 に 必 要 と 認 め

た 場 合 は ， 前 条 別 表 ２ の 基 準 に よ ら な い こ と が で き る 。  

⑴  特 殊 な 機 械 及 び 技 術 を 必 要 と す る 建 設 工 事  

⑵  難 易 度 の 高 い 技 術 力 又 は 高 い 施 工 管 理 能 力 を 必 要 と す る 建 設 工

事  

⑶  災 害 時 に お け る 応 急 復 旧 工 事  

⑷  主 と し て 請 負 っ た 工 事 と 密 接 な 関 連 の あ る 建 設 工 事  

⑸  試 験 の た め 施 工 す る 建 設 工 事  

⑹  等 級 格 付 の 例 外 に 該 当 す る 建 設 工 事  

⑺  そ の 他 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る 建 設 工 事  

（ 資 格 者 名 簿 ）  

第 １ ２ 条  本 基 準 に よ り 入 札 参 加 業 者 と し て 適 格 と 認 め た 者 に つ い

て は ， 八 千 代 市 競 争 入 札 参 加 資 格 者 名 簿 （ 以 下 「 資 格 者 名 簿 」 と

い う 。 ） に 登 載 す る も の と す る 。  

２  資 格 者 名 簿 の 有 効 期 間 は ， 登 載 の 日 か ら 新 た な 資 格 者 名 簿 が 作

成 さ れ る ま で の 期 間 と す る 。  



別 表 １  

 

別 表 ２  

建 設  
工 事  

 
等 級  

土 木 一 式  舗 装  建 築 一 式  管  電 気  造 園  

Ａ  ５００万円以上  上限なし ２００万円超    上限なし 

Ｂ  ２００万円超  １億 ５，０００万 円 未 満  ２００万円超    ５，０００万 円 未 満  

Ｃ  ２００万円超      ５，０００万 円 未 満  ２００万円超    ２，５００万 円 未 満  

Ｄ  ２００万円超      １，０００万 円 未 満  ２００万円超       ５００万 円 未 満  

 

   附  則  

 こ の 基 準 は ， 平 成 元 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 基 準 は ， 平 成 ５ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 基 準 は ， 平 成 １ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 基 準 は ， 平 成 １ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 基 準 は ， 平 成 ２ ０ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 基 準 は ， 平 成 ２ １ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

建 設  
工 事  

 
等 級  

 

土 木 一 式  
 

舗  装  建 築 一 式  管  電  気  造  園  

 

Ａ  
 

 

800点 以 上  
 

 

800点 以 上  
 

 

800点 以 上  
 

 

800点 以 上  
 

 

800点 以 上  
 

 

750点 以 上  
 

 

Ｂ  

 

800点 未 満  

700点 以 上  
 

 

800点 未 満  

700点 以 上  
 

 

800点 未 満  

700点 以 上  
 

 

800点 未 満  

700点 以 上  
 

 

800点 未 満  

700点 以 上  
 

 

750点 未 満  

650点 以 上  
 

Ｃ  

 

700点 未 満  

600点 以 上  
 

 

700点 未 満  

600点 以 上  
 

 

700点 未 満  

600点 以 上  
 

 

700点 未 満  

600点 以 上  
 

 

700点 未 満  

600点 以 上  
 

 

650点 未 満  

550点 以 上  
 

 

Ｄ  
 

 

600点 未 満  
 

 

600点 未 満  
 

 

600点 未 満  
 

 

600点 未 満  
 

 

600点 未 満  
 

 

550点 未 満  
 



   附  則  

 こ の 基 準 は ， 平 成 ２ ２ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 基 準 は ， 平 成 ２ ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 基 準 は ， 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 基 準 は ， 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

１  こ の 要 領 は ， 令 和 ２ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 要 領 の 規 定 は ， 令 和 ２ 年 ６ 月 １ 日 以 後 に 発 注 す る 建 設 工 事

等 に つ い て 適 用 し ， 同 日 前 に 発 注 す る 建 設 工 事 等 に つ い て は ， な

お 従 前 の 例 に よ る 。  

   附  則  

１  こ の 要 領 は ， 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 要 領 の 規 定 は ， 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 以 後 に 発 注 す る 建 設 工 事

等 に つ い て 適 用 し ， 同 日 前 に 発 注 す る 建 設 工 事 等 に つ い て は ， な

お 従 前 の 例 に よ る 。  

 

 


